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Ⅰ 習得度測定について 

   

Ⅰ－１ 習得度測定の目的 

 

 １．受講者の技能等の習得状況の把握 

受講者が習得した知識及び技能・技術（以下「技能等」という。）の習得状況を把

握することにより、訓練の進捗管理と、技能等の習得状況に応じた適切な指導を行い、

訓練を合理的かつ効果的に実施する。 

また、受講者が習得した技能等の具体的な成果について、習得度測定の結果を示す

ことにより、求人事業所をはじめ社会的な認知を高め、受講者の早期再就職に資する。 

 ２．受講者の習得意欲の向上 

受講者の技能等の習得状況について、訓練実施中に習得度測定の結果を受講者に示

すことにより、訓練に対する受講者の関心を深め、習得意欲を向上させ、訓練効果を

高める。 

 ３．訓練の指導方法及び訓練内容等の改善 

習得度測定の結果を踏まえ、訓練実施中にあっては、その後の受講者に対する指導

の補正を、訓練実施後にあっては、次回の実施に向けて訓練カリキュラムや指導方法

等の改善を行う。 

 

Ⅰ－２ 習得度測定の概要 

 

１．習得度測定及びジョブ・カードの各様式の構成 

習得度測定及びジョブ・カードの各様式の構成を示す。 

 

様式１
［履歴シート］

様式２
［職務経歴シート］

様式３
［キャリアシート］

様式４
［評価シート］

（企業実習等用）

様式４－２
［評価シート］

（施設内訓練用）

ジョブ・カード

「習得度確認シート」

実技課題

実技能力を問う筆記課題

「解答及び解説」

習得度測定

「作業工程計画書」

「訓練課題確認シート」

「評価要領」

①「受講者による訓練到達目標に対する
習得度の自己確認」

②「指導員による訓練課題を通じた習得度の評価」

評価に使用
した課題

（訓練課題）

・評価課題
・総合課題

訓練課題の評価結果
を評価シートに記載
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２．習得度測定の方法と主な特徴 

習得度測定の方法と主な特徴を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方法
受講者による訓練到達目標に対する

習得度の自己確認
指導員による訓練課題を通じた習得度の評価

特徴

【受講前の自己確認のメリット】

●これまでの職務経験で習得してきた職業能力
を自ら振り返り、ユニットやシステムの訓練目標を
達成する為にこれから段階的に何を習得すべき
かを知り、習得意欲を向上させることができる。

【受講後の自己確認のメリット】

●ユニットやシステムの訓練目標に対してどこま
で到達できたかを振り返り、その結果を指導員が
確認して、お互いの共通認識を得ることで、到達
目標に達しなかった受講者に対して適切な指導、
助言等を行うことができる。

【留意点】

●習得度の自己確認だけでは、受講者や指導員
の主観的な評価となり、評価判定結果が個人に
よってばらつきやすい。

●一定の評価基準を持った訓練課題を通じて客
観的な評価を実施することで、評価の公平さを担
保することができる。

●訓練課題は次の２種類を設定する。

① 「評価課題」（システム毎または基本システム

の課題）

最終的な課題ではなく、訓練過程の形成的な

評価を行う課題であり、受講者の技能等がシス

テムごとの訓練到達目標にどの程度達したかを

把握し、その後の訓練への動機づけを行うもの。

②「総合課題」（仕上がり像毎の課題）

１つの仕上がり像の総括的な評価を行う課題

であり、受講者の技能等が最終的に仕上がり像

にどの程度到達したかを把握し、受講者が訓練

によって習得した職業能力を証明するもの。

●ジョブ・カード様式４－２［評価シート］を活用し
て指導員がキャリア・コンサルティングを実施する
ことで、訓練で習得した職業能力を踏まえ、具体
的な就職活動の方向性や希望する業種、職種の
明確化等を支援できる。

 

Ⅰ－３ 習得度測定の流れ 

 入所時オリエンテーションや各システムの開始時等の機会を通じて、設定した訓練到達目標について
受講者に分かりやすく説明するとともに、習得度測定の趣旨及び実施方法を説明し、理解を得るものとする。

 
①受講者による訓練到達目標に対

する習得度の「自己確認」
②指導員による「訓練課題」を通じた習得度の評価

 

 
「評価シート」の準備

 

目 的

「習得度確認シート」の作成

受講者による自己確認

（受講前と受講後）

「習得度確認シート」による

自己確認結果の分析

訓練課題の設定

「訓練課題確認シート」等の

評価基準の設定

訓練課題の実施

「訓練課題確認シート」等による

客観的評価

「訓練課題確認シート」等による

評価結果の分析

 

 

 

 

 

 

 

 
「評価シート」による評価

 

 技能等の習得状況の把握
習得意欲の向上
指導方法・訓練内容の改善

キャリア・コンサルティングの実施

 受講者の習得意欲の向上及び就職活動の
方向性や希望する業種、職種等の明確化
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Ⅱ 対象とする訓練科 

 

職業能力開発施設（以下「能開施設」という。）内において離職者訓練を実施する全て

の訓練科を対象とする。  

 

Ⅲ 習得度測定の具体的な実施 

 

Ⅲ－１ 受講者による訓練到達目標に対する習得度の自己確認 

  

１．概要 

職業訓練指導員（以下「指導員」という。）は、訓練開始前並びにシステム又はユ

ニット終了時など指導上適切と判断される区切りにおいて、「習得度確認シート」（別

紙１）を使用し、受講者に訓練到達目標に対する習得状況を「ユニットシート」（シ

様式１－３号）に示す「到達水準」に照らして自己確認させるとともに、システム又

は一つの仕上がり像に関する訓練の終了時など指導上適切と判断される区切りにおい

て、「習得度確認シート」の結果を集計し、受講者の訓練到達目標に対する習得度の

傾向を把握する。 

 

 ２．自己確認の手順 

 

（１）「習得度確認シート」の作成 

指導員が創意工夫して仕上がり像ごとに「習得度確認シート」を作成する。 

なお、作成に当たっての主な留意事項は次のとおりである。 

① 「仕上がり像」 

  「システム編成シート」（シ様式第１－２号）の仕上がり像の内容を転記す

る。 

② 「仕事」欄 

  「システム編成シート」に記載されているシステム名を記入する。 

  なお、「安全衛生」については必須項目とする。 

③ 「作業」欄 

  「システム編成シート」に記載されているユニット名を記入する。 

④ 「作業を行う上で必要とされる技能・技術及び知識」欄 

「ユニットシート」の到達水準の項目を転記することとし、受講者が理解し

やすいように表現を工夫する。 

    ⑤ 「備考」欄 

      指導員は、必要に応じて助言や指導等の内容を記述したり、受講者との質疑
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応答の欄として使用するなど、「備考」欄を有効に活用する。 

   

 （２）留意事項 

   受講者による訓練到達目標に対する習得度の自己確認を実施するに当たっての

主な留意事項は次のとおりである。 

① 指導員は、入所時オリエンテーションや各システムの開始時等の機会を通じ

て、受講者に対してシステム又はユニットごとの訓練到達目標を明確化して提

示するとともに、「習得度確認シート」を使用して受講者に訓練到達目標に対

する習得状況を自己確認させることの趣旨及び実施方法を説明し、理解を得る。 

  ② 指導員は、訓練の開始時において、「習得度確認シート」を受講者に配付し、

訓練内容とポイントとなる項目について説明し、訓練受講前の技能等のレベル

について自己確認させ、「習得度確認シート」の「自己確認（数値）」の「受

講前」欄に、次の基準に基づく自己確認結果を数値で記入させる。 

 

 

【自己確認基準（数値）】 

０ ： 全く知らない、又は、できない 

１ ： 聞いたことがある、又は、見たことがある 

２ ： 他の人に聞いたり、アドバイスや指導を受ければできる 

３ ： テキストや資料（配付資料、参考書等）を調べれば独力でできる 

４ ： だいたいできる 

５ ： できる 

 

 

      なお、自己確認基準の数値と「ユニットシート」（シ様式第１－３号）の自

己評価の到達水準の区分との対応関係は次のとおりである。 

 

自己確認

基準 
到達水準 

０ 

Ｃ 到達水準に達しなかった １ 

２ 

３ 
Ｂ 到達水準におおよそ達した

４ 

５ Ａ 到達水準に達した 
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※ モデルカリキュラムでは、原則として全てのシステムの第６ユニットに

「確認・評価ユニット」が設定されているが、「習得度確認シート」を使

用した受講者による習得度の自己確認は、第６ユニットの「確認・評価ユ

ニット」に限定せず、指導員が指導上適切であると判断した区切りにおい

て実施することが望ましい。 

 

    ③ 指導員は、「習得度確認シート」を回収し、上記②の受講者による自己確認

結果の数値を同シートの「自己確認（比較）」欄に棒グラフで表示する。 

 「自己確認（比較）」欄は、訓練受講前と受講後における受講者の技能等の

レベルを比較し、習得状況が一目でわかるよう、指導員は、受講者による自己

確認結果を棒グラフで表示するに当たっては、訓練受講前、訓練受講後、補講

後の各段階に応じて色を使い分けるなど、視覚的に配慮する。 

 

※ 「習得度確認シート（記入例）」（別紙２）では、次のように棒グラフ

の色を使い分けている。 

【自己確認基準（比較）】 

       ： 訓練受講前の自己確認結果 

     ： 訓練受講後の自己確認結果 

     ： 補講後の自己確認結果 

 

    ④ 指導員は、受講者による自己確認結果を踏まえ、必要に応じて「習得度確認

シート」の「備考」欄に助言等を記入した上で、「受講前」の「指導員確認」

欄に署名又は押印し、「習得度確認シート」を受講者に返却する。 

      なお、「習得度確認シート」を返却するに当たり、指導員は、同シートの写

しをとり、その後の指導の参考とする。 

    ⑤ 指導員は、システム又はユニット終了時など指導上適切と判断される区切り

において、受講者に訓練受講後の技能等のレベルについて自己確認させ、「習

得度確認シート」の「自己確認（数値）」の「受講後」欄に、上記②の基準に

基づく自己確認結果を数値で記入させる。 

⑥ 指導員は、「習得度確認シート」を回収し、上記⑤の受講者による自己確認

結果の数値を同シートの「自己確認（比較）」欄に棒グラフで表示する。 

      なお、棒グラフの表示法については、上記③を参照する。 

    ⑦ 指導員は、「習得度確認シート」により、訓練到達目標に対する受講者の習

得状況を把握し、必要に応じて適切な指導や助言を行うなど、訓練の進捗管理

を行う。また、指導員自らの指導方法についても点検し、改善すべき事項があ
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れば、その後の訓練での指導方法に反映させる。 

なお、訓練受講後の自己確認結果の数値が「３」に満たない受講者に対して

は、ユニットとユニットの間に調整時間を設けるなどして補講を行い、補講後

の自己確認結果の数値が「３」以上となるよう指導する。指導員は、補講を行

った後、受講者に再度「習得度確認シート」により技能等のレベルについて自

己確認させ、同シートを回収し、内容を確認する。また、「習得度確認シート」

の「自己確認（数値）」の「受講後」欄及び「自己確認（比較）」欄の表示に

当たっては、補講を通じて受講者の技能等が向上したことが一目でわかるよう

に工夫する。 

 

※ 「習得度確認シート（記入例）」（別紙２）では、「自己確認（数値）」

の「受講後」欄と「自己確認（比較）」欄の棒グラフを同じ色で表示して

いる。 

 

⑧ 指導員は、必要に応じて「習得度確認シート」の「備考」欄に助言等を記入

した後、「習得度確認シート」を受講者に返却する。 

      なお、「習得度確認シート」を返却するに当たっては、同シートの写しをと

り、その後の指導の参考とする。 

    ⑨ 指導員は、一つの仕上がり像に関する訓練の終了時において、「習得度確認

シート」の「受講前平均」欄に訓練受講前の「自己確認（数値）」欄の数値の

平均値を、「受講後平均」欄に訓練受講後の「自己確認（数値）」欄の数値の

平均値を、「差分」欄に「受講後平均 ― 受講前平均」の算式により算出し

た数値をそれぞれ記入することとし、必要に応じて「習得度確認シート」の「備

考」欄に助言等を記入した上で、「受講後」の「指導員確認」欄に署名又は押

印し、「習得度確認シート」を受講者に返却する。 

      なお、「習得度確認シート」を返却するに当たり、指導員は、同シートの写

しをとり、当該訓練科の終了から１年間保存する。また、システム又はユニッ

ト終了時にとった完結前の「習得度確認シート」の写しについては、破棄する。 

 

 ３．自己確認結果の分析 

指導員は、一つの仕上がり像に関する訓練の終了時又は当該訓練科の課程修了時に

おいて、「習得度確認シート」の写しを基に、次の例１及び例２に示す「習得度確認

シート集計表」の作成による分析のほか、自ら創意工夫し、さまざまな観点から、受

講者による習得度の自己確認結果を整理、分析し、受講者の訓練到達目標に対する習

得状況の傾向を把握する。 
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    ＜例１＞「習得度確認シート集計表（受講者別傾向）」（別紙３） 

     自己確認結果を受講者別に集計したもので、受講者の属性と照らし合わせて分

析することにより、受講者の属性に応じた指導方法を検討する上での有効なバッ

クデータとなる。 

 

    ＜例２＞「習得度確認シート集計表（作業項目別傾向）」（別紙４） 

     自己確認結果を作業別に集計したもので、技能等の習得状況が低調な作業の要

因を分析することにより、カリキュラム、指導方法、使用教材の見直しを検討す

る上での有効なバックデータとなる。 

 

 

Ⅲ－２ 指導員による訓練課題を通じた習得度の評価 

 

１．概要 

「ジョブ・カード様式４－２［評価シート］」（以下「評価シート」という。）（別紙

１５）の「知識、技能・技術に関する評価項目」（以下「評価項目」という。）に掲げ

た技能等の習得状況を、「訓練課題確認シート」（別紙８）等の一定の評価基準を持

った訓練課題により測定し、訓練到達目標にどの程度達したかを客観的、総合的に評

価する。 

受講者に一定水準以上の技能等の習得を保証するには、訓練の受講により習得した

技能等が、最終的に仕上がり像にどの程度到達したかを把握するための「総括的な評

価」だけでなく、訓練の途中段階において、システムの訓練到達目標にどの程度到達

したかを把握するための「形成的な評価」も併せて必要であることから、訓練課題を

通じた習得度測定の実施時期は、各システムの終了時など指導上適切と判断される区

切りにおいて、少なくとも１ヶ月に１回は実施すること。 

また、指導員は、当該課題を実施している際に、各受講者の取り組み状況を観察し、

課題終了後、その結果について「訓練課題確認シート」（別紙８）を使用して評価を

行い、各受講者の訓練の習得度を客観的に測定する。 

なお、入所オリエンテーション等の機会を通じてジョブ・カードを活用した能力評

価の趣旨を十分に説明し、理解を得ること。 
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8 

２．「評価シート」の準備 

Ｐ９の「ジョブ・カード様式４－２［評価シート］の作成のポイント」を参考とす

ること。記載例をＰ１２～１４に示す。 

 

（１）評価に使用する訓練課題について 
訓練課題の種類を評価課題と総合課題として整理した。 

① 評価課題（システム毎または基本システムの課題） 

最終的な課題ではなく、訓練過程の形成的な評価を行う課題であり、受講者の

技能等がシステムごとの訓練到達目標にどの程度達したかを把握し、その後の訓

練への動機づけを行うもの。 

当該システム（基本システムの課題の場合は、当該の２つのシステム）に記載

されている「評価シート」の評価項目の内容を網羅する課題を設定することが望

ましい。 

② 総合課題（仕上がり像毎の課題） 

１つの仕上がり像の総括的な評価を行う課題であり、受講者の技能等が最終的

に仕上がり像にどの程度到達したかを把握し、受講者が訓練によって習得した職

業能力を証明するもの。 

当該の３つのシステム（短期課程活用型デュアル訓練の場合、施設内訓練の部

分）に記載されている「評価シート」の評価項目の内容を網羅する課題を設定す

ることが望ましい。 

 

（２）訓練課題の設定例 

Ｐ１０，１１の「訓練課題の設定例①～④」を参考に、実施する各訓練科の内

容に合わせて評価に使用する課題の種類とその組み合わせを決定すること。 
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２

次
元

図
面

へ
の

展
開

）
３

M
U

4
0
1-

1
0
80

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

４
（
複

合
モ

デ
リ

ン
グ

演
習

）
基

M
U

4
0
1-

1
0
90

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

５
（
ア

セ
ン

ブ
リ

モ
デ

リ
ン

グ
）

ア

次
基

総
演

仕 上 が り 像 １

M
S
4
0
6

機
械

製
図

と
２

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
、

機
械

製
図

に
必

要
な

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

の
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
に

関
す

る
技

能
及

び
関

連
知

識
を

習
得

す
る

。
機

械
製

図
と

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

M
S
4
0
7

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
機

械
部

品
作

成
に

関
す

る
技

能
及

び
関

連
知

識
を

習
得

す
る

。
３

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
基

本

シ
ス

テ
ム

名
訓

練
到

達
目

標
ユ

ニ
ッ

ト
番

号
ユ

ニ
ッ

ト
名

M
U

1
0
6-

1
0
60

-
1

機
械

製
図

１
（
図

形
と

寸
法

）
製

M
U

1
0
6-

1
0
70

-
1

機
械

製
図

２
（
精

度
と

機
械

要
素

）
寸

M
U

4
0
1-

1
0
10

-
2

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

１
（
シ

ス
テ

ム
操

作
）

Ｃ

M
U

4
0
1-

1
0
20

-
2

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

２
（
製

作
図

作
成

）
製

M
U

4
0
1-

1
0
40

-
3

カ
ス

タ
マ

イ
ズ

カ

M
U

4
0
1-

1
0
30

-
3

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

３
（
複

合
図

形
作

成
）

複

M
U

4
0
1-

1
0
50

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

１
（
３

次
元

形
状

の
作

成
）

３

M
U

4
0
1-

1
0
60

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

２
（
３

次
元

形
状

の
編

集
）

３

M
U

4
0
1-

1
1
00

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

６
（
２

次
元

図
面

へ
の

展
開

）
３

M
U

4
0
1-

1
0
80

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

４
（
複

合
モ

デ
リ

ン
グ

演
習

）
基

M
U

4
0
1-

1
0
90

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

５
（
ア

セ
ン

ブ
リ

モ
デ

リ
ン

グ
）

ア

仕
上

が
り

像
　

№
１

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

に
よ

る
機

械
の

部
品

図
及

び
組

立
図

の
作

成
と

、
３

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
に

よ
る

モ
デ

リ
ン

グ
が

で
き

る
。

仕
上

が
り

像
　

№
２

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

デ
ー

タ
か

ら
高

精
度

高
能

率
加

工
に

必
要

な
Ｎ

Ｃ
の

デ
ー

タ
の

作
成

が
で

き
、

ま
た

、
マ

シ
ニ

ン

仕 上 が り 像 １

M
S
4
0
6

機
械

製
図

と
２

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
、

機
械

製
図

に
必

要
な

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

の
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
に

関
す

る
技

能
及

び
関

連
知

識
を

習
得

す
る

。
機

械
製

図
と

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

M
S
4
0
7

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
機

械
部

品
作

成
に

関
す

る
技

能
及

び
関

連
知

識
を

習
得

す
る

。
３

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
基

本

訓
練

受
講

者
氏

名
  
  
  
雇

用
　

　
太

郎

（
訓

練
実

施
施

設
の

施
設

長
　

氏
名

・
印

）

印

ジ
ョ

ブ
・
カ

ー
ド

様
式

４
－

２
　

〔
評

価
シ

ー
ト

〕
  

　

訓
練

科
名

　
　

Ｃ
Ａ

Ｄ
／

Ｃ
Ａ

Ｍ
技

術
　

科

上
記

の
者

の
訓

練
期

間
に

お
け

る
評

価
は

、
以

下
の

と
お

り
で

す
の

で
、

今
後

の
キ

ャ
リ

ア
形

成
の

参
考

に
し

て
く
だ

さ
い

。

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日

公
共

職
業

訓
練

実
施

施
設

名
　

　
独

立
行

政
法

人
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

　
○

○
職

業
能

力
開

発
促

進
セ

ン
タ

ー

Ⅱ
　

知

  
（
記

載
例

）

A
B

C

識
、

技
能

・
技

術
に

関
す

る
能

力
　

（
「
知

識
、

技
能

・
技

術
に

関
す

る
評

価
項

目
」
ご

と
に

、
該

当
す

る
欄

に
○

を
記

載
）

　
（
１

）
専

門
的

事
項

　
　

A
：
到

達
水

準
を

十
分

に
上

回
っ

た
　

B
：
到

達
水

準
に

達
し

た
　

C
：
到

達
水

準
に

達
し

な
か

っ
た

　
（
評

価
は

、
訓

練
課

題
結

果
に

基
づ

き
記

載
さ

れ
た

も
の

で
す

）

シ
ス

テ
ム

名
評

価
  
 知

識
、

技
能

・
技

術
に

関
す

る
評

価
項

目
評

価
に

使
用

し
た

課
題

Ⅰ
　

訓
練

期
間

・
訓

練
目

標
訓

　
練

　
期

　
間

訓
練

時
間

平
成

　
年

　
月

　
日

～
　
　

　
　

平
成

　
年

　
月

　
日

　
　
　
　
時

間

仕
上
が
り
像

１

仕
上
が
り
像

２

　 　 　 　 　 仕 上 が り 像 １

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

基
本

○

る
。

3
次

元
C

A
D

に
よ

る
「
小

型
ﾊ

ﾞｲ
ｽ

」
ﾓ

ﾃ
ﾞﾘ

ﾝ
ｸ
ﾞ

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

の
概

要
を

知
っ

て
い

る
。

Ｃ
Ａ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
の

操
作

が
で

き
る

。

ソ
リ

ッ
ド

モ
デ

リ
ン

グ
が

で
き

る
。

ソ
リ

ッ
ド

モ
デ

ル
の

履
歴

編
集

が
で

き
る

。

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

の
機

能
に

つ
い

て
知

っ
て

い
る

。

Ｃ
Ａ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
の

デ
ー

タ
管

理
が

で
き

る
。

３
次

元
モ

デ
ル

か
ら

の
図

面
作

成
が

で
き

る
。

Ｎ
Ｃ

ワ
イ

ヤ
放

電
加

工
機

の
操

作
・

段
取

り
・

加
工

が
で

き
る

。

安
全

衛
生

作
業

が
で

き
る

。

機
械

製
図

と
２

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
○

機
械

製
図

と
２

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
、

機
械

製
図

に
必

要
な

２
次

元
Ｃ

イ
ズ

に
関

す
る

技
能

及
び

関
連

知
識

を
Ａ

Ｄ
の

カ
ス

タ
マ

習
得

す
る

。

Ｊ
Ｉ

Ｓ
機

械
製

図
に

基
づ

い
た

機
械

要
素

部
品

図
の

作
図

が
で

き
る

。

平
歯

車
の

製
図

と

Ｊ
Ｉ

Ｓ
機

械
製

図
の

規
格

に
つ

い
て

知
っ

て
い

る
。

三
角

法
に

よ
り

モ
デ

ル
の

投
影

図
の

作
図

が
で

き
る

。

フ
リ

ー
ハ

ン
ド

に
よ

る
機

械
部

品
の

ス
ケ

ッ
チ

図
の

作
成

が
で

き
る

。

各
種

機
械

要
素

の
概

要
に

つ
い

て
知

っ
て

い
る

。

各
種

機
械

要
素

の
図

示
法

に
つ

い
て

知
っ

て
い

る
。

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

の
概

要
に

つ
い

て
知

っ
て

い
る

。

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

の
基

本
機

能
に

つ
い

て
知

っ
て

い
る

。

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

の
基

本
操

作
が

で
き

、
図

面
の

作
成

が
で

き
る

。

Ｊ
Ｉ

Ｓ
機

械
製

図
に

基
づ

い
た

製
作

図
の

作
図

が
で

き
る

。

部
品

図
や

組
立

図
の

効
率

的
な

活
用

と
尺

度
の

あ
る

図
面

が
出

力
で

き
る

。

Ｖ
Ｄ

Ｔ
作

業
に

つ
い

て
知

っ
て

お
り

、
安

全
衛

生
作

業
が

で
き

る
。

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ
シ

ス
テ

ム
に

よ
る

機
械

部
品

作
成

に
関

す
る

技
能

及
び

関
連

知
識

を
習

得
す

Ｃ
Ａ

Ｄ

３

評
価

項
目

の
出

所
：

　
(特

記
事

項
)

（
２

）
訓

練
の

受
講

を
通

じ
て

取
得

し
た

資
格

（
任

意
）

訓
　

練
　

目
　

標
　

（
仕

上
が

り
像

）

２
次
元

Ｃ
Ａ
Ｄ
に
よ
る
機
械

の
図

面
作
成

と
、
３
次
元

Ｃ
Ａ
Ｄ
に
よ
る
モ
デ

リ
ン
グ
が
で
き
る
。

マ
シ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
に
よ
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
及
び

加
工

が
で
き
、
Ｃ
Ａ
Ｍ

に
よ
る
Ｎ
Ｃ
デ

ー
タ
の

き
る
。

作
成

が
で

⑤
 

④
【

評
価

に
使

用
し

た
課

題
】

 
（

評
価

課
題

お
よ

び
総

合
課

題
）

 

シ
ス

テ
ム

や
仕

上
が

り
像

毎
の

訓
練

到
達

目
標

に
受

講
者

が
ど

の
程

度
到

達
し

た

か
を

客
観

的
に

評
価

す
る

訓
練

課
題

を
設

定
し

、
そ

の
訓

練
課

題
名

を
記

載
す

る
。「

参

考
と

な
る

訓
練

課
題

」
や

施
設

独
自

の
訓

練
課

題
を

使
用

す
る

こ
と

。
 

①

②
 

③
-
2

④

ユ
ニ

ッ
ト

機
械
製
図

１
（
図
形
と
寸
法

）
分

類
番
号

M
U
1
0
6
-
1
0
6
0
-
1

自
　
己

評
　
価

指
導
員

確
　
認

学
科

実
技

製
図
に
つ
い

て
2

教
科
の
細
目

訓
 
練
 
時
 
間

内
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
容

到
達

水
準

(
1
)
Ｊ
Ｉ
Ｓ
機
械
製

図
の
規
格
に
つ
い

て
知
っ
て
い
る

こ
と

(
2
)
三
角
法
に
よ
り

モ
デ
ル
の
投
影
図

が
描
け
る
こ
と

(
3
)
フ
リ
ー
ハ
ン
ド

に
よ
る
簡
単
な
ス

ケ
ッ
チ
図
の
作

成
が
で
き
る
こ

と

(
4
)
安
全
衛
生
作
業

が
で
き
る
こ
と

(
1
)
製
図
規
格

(
2
)
製
図
用
紙

③
-
1

シ
ス

テ
ム

名
訓

練
到

達
目

標
ユ

ニ
ッ

ト
番

号
ユ

ニ
ッ

ト
名

M
U

1
0
6-

1
0
60

-
1

機
械

製
図

１
（
図

形
と

寸
法

）
製

M
S
4
0
6

機
械

製
図

と
２

次
元

Ｃ
Ａ

に
必

要
な

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

に
関

す
る

技
能

及
び

関
す

る
。

機
械

製
図

と
２

次
元

Ｃ
Ａ

Ｄ

M
U

1
0
6-

1
0
70

-
1

機
械

製
図

２
（
精

度
と

機
械

要
素

）
寸

Ｄ
、

機
械

製
図

の
カ

ス
タ

マ
イ

ズ
連

知
識

を
習

得

S
4
0
7

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

シ
ス

テ
ム

に
よ

る
機

械
部

品
作

成
に

関
す

る
技

能
及

び
関

連
知

識
を

習
得

す
る

。
３

次
Ａ

Ｄ
基

本

M
U

4
0
1-

1
0
10

-
2

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

１
（
シ

ス
テ

ム
操

作
）

Ｃ

M
U

4
0
1-

1
0
20

-
2

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

２
（
製

作
図

作
成

）
製

M
U

4
0
1-

1
0
40

-
3

カ
ス

タ
マ

イ
ズ

カ

M
U

4
0
1-

1
0
30

-
3

２
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

３
（
複

合
図

形
作

成
）

複

M
U

4
0
1-

1
0
50

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

１
（
３

次
元

形
状

の
作

成
）

３
仕 上 が り 像

M
M

U
4
0
1-

1
0
60

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

２
（
３

次
元

形
状

の
編

集
）

３

M
U

4
0
1-

1
1
00

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

６
（
２

次
元

図
面

へ
の

展
開

）
３

M
U

4
0
1-

1
0
80

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

４
（
複

合
モ

デ
リ

ン
グ

演
習

）
基

元
Ｃ

M
U

4
0
1-

1
0
90

-
3

３
次

元
Ｃ

Ａ
Ｄ

５
（
ア

セ
ン

ブ
リ

モ
デ

リ
ン

グ
）

ア

１
次

基
総

演

●
習
得
度

測
定

の
訓
練

課
題

集
の
評

価
基

準
（
訓

練
課

題
確
認

シ
ー

ト
）

例
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訓練課題の設定例①

テクニカルオペレーション科Ａの例

【選択システムが基本システムの習熟度を向上させる内容で設定されている場合】

MS107 製図基本作業

MS401 CAD基本作業

第１システム

第２システム

第３システム

総合課題

評価課題

評価課題

Msub401 CAD応用ｻﾌﾞ 1

【仕上がり像】 「機械製図を理解し、CADシステムによる製図ができる。 」

・システム毎の訓練課題（評価課題）と、３ヶ月間の訓練内容を総括的に評価する課題
（総合課題）を通じて評価を行う例。

Msub402 CAD応用ｻﾌﾞ 2

３ヶ月間を総括した課題

 

 

MS112 マシニングセンタ加工基本

MS415 ＣＡＭ応用

第１システム

第２システム

【仕上がり像】 「ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀによるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ及び加工ができ、CAMによる
NCﾃﾞｰﾀの作成ができる。」

第３システム

評価課題

訓練課題の設定例②

【選択システムが基本システムに関連する知識・技能の幅を広げる内容
で設定されている場合】

・第１システムの評価課題と、基本システムの評価課題及び第３システムの評価課題を通じて
評価を行う例。

評価課題

CAD/CAM技術科Ｂの例

Msub110 NC旋盤加工ｻﾌﾞ

Msub104 NCﾜｲﾔ放電加工ｻﾌﾞ

１つの課題設定が困難
な場合、サブシステム
毎の課題設定を行う。

基本システムの
評価課題

第１、第２両システムの
訓練到達目標にどの程度
到達したかを把握する課題
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HS423 空調設備保全管理1

消防設備・環境管理

第１システム

第２システム

第３システム

評価課題

評価課題

ビル設備サービス科Ｂの例
【仕上がり像】

「ビル等の建築物の空調設備・消防設備のメンテナンスができる。」

評価課題

総合課題

総合課題の設定
が困難

４２２ 給排水保全管理１

４２６ 給排水保全管理３

【 １つの仕上がり像を構成している各システムが並列的に組み合わされており、
総合課題の設定が困難な場合】

・３つのシステムとも、各システム毎の訓練課題（評価課題）を通じて評価を行う例。

訓練課題の設定例③

【仕上がり像】 「ビル等の建築物の空調設備・消防設備のメンテナンスができる。」ビル設備サービス科Ｂの例

総合課題の設定
が困難

１つの課題設定が困難
な場合、サブシステム
毎の課題設定を行う。

− 11 −



【ジョブ・カード様式４－２［評価シート］の記載例１】 
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訓練受講者氏名

（訓練実施施設の施設長　氏名・印）

印

A B C

ジョブ・カード様式４－２　〔評価シート〕

訓練科名　　ＣＡＤ／ＣＡＭ技術　科

上記の者の訓練期間における評価は、以下のとおりですので、今後のキャリア形成の参考にしてください。

　　A：到達水準を十分に上回った　B：到達水準に達した　C：到達水準に達しなかった　（評価は、訓練課題結果に基づき記載されたものです）

システム名
評価

   知識、技能・技術に関する評価項目 評価に使用した課題

平成　　年　　月　　日

公共職業訓練実施施設名　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　○○職業能力開発促進センター

Ⅱ　知識、技能・技術に関する能力　　（「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記載）

　（１）専門的事項

Ⅰ　訓練期間・訓練目標

仕上がり像２

訓　練　目　標　（仕上がり像）

２次元ＣＡＤによる機械の図面作成と、３次元ＣＡＤによるモデリングができる。

マシニングセンタによるプログラミング及び加工ができ、ＣＡＭによるＮＣデータの作成ができ
る。

訓　練　期　間 訓練時間

平成　年　月　日～
　　　　平成　年　月　日

　　　　時間

仕上がり像１

仕
上
が
り
像
１

機械製図と
２次元ＣＡＤ

○

機械製図と２次元ＣＡＤ、機械製図に必要な２次元ＣＡＤのカスタマイズに関する
技能及び関連知識を習得する。

ＪＩＳ機械製図に基づいた機械要素部品図の作図ができる。

属性を活用した部品表作成ができる。

機械製図に必要な機能をＣＡＤソフトに作成し、活用できる。

２次元ＣＡＤソフトと他アプリケーションの連携ができる。

３次元ＣＡＤ基本 ○

３次元ＣＡＤシステムによる機械部品作成に関する技能及び関連知識を習得す
る。

ＶＤＴ作業について知っており、安全衛生作業ができる。

部品データの登録と活用ができる。

既定枠付き図面の作成ができる。

部品図や組立図の効率的な活用と尺度のある図面が出力できる。

ＪＩＳ機械製図に基づいた製作図の作図ができる。

３次元ＣＡＤ応用
２サブ

３次元ＣＡＤによる金型設計に関するデータ利用の関連知識を習得する。

３次元ＣＡＤデータを用いて、２次元の図面化ができる。

３次元ＣＡＤ応用
１サブ

○
ＶＤＴ作業について知っており、安全衛生作業ができる。

サーフェスモデリングができる。

平歯車の製図とＣＡＤ

ＪＩＳ機械製図の規格について知っている。

三角法によりモデルの投影図の作図ができる。

フリーハンドによる機械部品のスケッチ図の作成ができる。

各種機械要素の概要について知っている。

各種機械要素の図示法について知っている。

２次元ＣＡＤシステムの概要について知っている。

２次元ＣＡＤシステムの基本機能について知っている。

２次元ＣＡＤの基本操作ができ、図面の作成ができる。

アセンブリと干渉チェックができる。

ＶＤＴ作業について知っており、安全衛生作業ができる。

3次元CADによる「小型
ﾊﾞｲｽ」ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ

３次元ＣＡＤの概要を知っている。

ＣＡＤシステムの操作ができる。

ソリッドモデリングができる。

ソリッドモデルの履歴編集ができる。

３次元ＣＡＤシステムの機能について知っている。

ＣＡＤシステムのデータ管理ができる。

３次元モデルからの図面作成ができる。

解析のための形状データ作成ができる。

アセンブリモデルの作成ができる。

ＶＤＴ作業について知っており、安全衛生作業ができる。

金型構造とその設計について知っている。

３次元ＣＡＤで金型構造のモデリングができる。

※３ヶ月間の総括的な課
題

3次元CADによる「小型
バイス」アセンブリ及び図
面作成

金型の種類と成形法の概要について知っている。

射出成形法及び射出成形用金型の概要について知っている。

射出成形品の設計概要について知っている。

３次元ＣＡＤで射出成形品、キャビティ、コアのモデリングができる。

金型部品の製作図が作成できる。

購買部品の抽出とコスト概算ができる。

３次元ＣＡＤデータ変換の概要について知っている。

３次元データ変換とその授受及び編集ができる。

３次元ＣＡＤによる金型設計に関する応用技能（モデリング）の関連知識を習得
する。

 
記載例１

 

 
【仕上がり像１】

第１、２システムは評価課題、第３システムは３か月

間を総括した総合課題を実施した例。

【仕上がり像２】

第４システムは評価課題、第５システムは基本システ

ム（２か月間）の評価課題、第６システムはサブシステ

ム毎の評価課題を実施した例。

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「訓練課題の設定例①～④」

を参考にして、評価課題にす

るか、総合課題にするか決め

る。

 

 

 右端に記載した訓練課題の

評価結果を記入する。

 

 

 

 
「参考となる訓練課題」や施設

独自の訓練課題名を記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この場合、仕上がり像１に記載されている

「知識、技能・技術に関する評価項目」の内

容を網羅する課題を設定することが望まし

い。
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  （P12からの続き） 
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ＮＣ旋盤加工基本
サブ

○

ＮＣ旋盤の基礎知識、プログラミング手法及び、ＮＣ旋盤作業に関する技能と知
識を習得する。

ＮＣデータの作成と編集ができる。

マシニングセンタのプログラミングができる。

マクロプログラムの概要を知っている。

変数・演算指令ができる。

制御命令ができる。

マシニングセンタのプログラミング手順について知っている。

カスタムマクロプログラミングができる。

ＣＡＭ応用 ○

○
マシニングセンタにおけ
る段取り作業と実加工

測定の概念について知っている。

長さの測定について知っている。

スケール、ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージによる測定ができる。

角度の測定ができる。

フライス盤の概要について知っている。

フライス盤の取扱いができる。

フライス盤による切削加工について知っている。

マシニングセンタのＮＣ機能の特徴について知っている。

マシニングセンタ加工の全般を知り、加工の特徴と精度、コスト、時間について
の関連知識を習得する。

マシニングセンタの操作・段取りができる。

自動運転による加工ができる。

安全衛生作業ができる。

※２ヶ月間の形成的な課
題

加工プログラムの作成

ＣＡＭシステムの概要について知っている。

２次元および３次元ＣＡＭシステムの機能について知っている。

ＣＡＤデータの取り込みができる。

加工情報に関するデータ収集および構築ができる。

ポストプロセッサの役割について知っている。

２次元加工用ＮＣデータ作成ができる。

ＣＡＭシステム及びその周辺技術の全般を知り、操作とＮＣデータ作成方法と関
連知識を習得する。

２．５次元加工用ＮＣデータ作成ができる。

３次元加工用ＮＣデータ作成ができる。

高精度・高能率加工の概要について知っている。

各種高能率加工用プログラムの作成ができる。

課題図のプログラムの作成、登録と編集ができる。

ＮＣ旋盤の保守点検ができる。

機械操作ができる。

ＮＣ旋盤の段取り及び加工ができる。

ＶＤＴの安全衛生作業ができる。

各種シミュレーションとその役割について知っている。

加工シミュレーションを活用したＮＣデータの検証ができる。

高精度・高能率加工用ＮＣデータ作成ができる。

ＶＤＴ作業について知っており、安全衛生作業ができる。

ＮＣワイヤ放電加工機のＮＣ機能について知っている。

ＮＣワイヤ放電加工に関するプログラムができる。

ＮＣワイヤ放電加工機のＮＣ機能について操作ができる。

仕
上
が
り
像
２

マシニングセンタ
加工基本

ＮＣワイヤ放電加
工サブ

○

段取り計算およびプログラムの
作成（ＮＣ旋盤作業）

ＮＣ旋盤の概要について知っている。

ＮＣ旋盤のプログラミングに必要な基本事項、各種指令について知っている。

マニュアルプログラミングによるプログラムの作成ができる。

刃先Ｒ補正機能を使用することができる。

オペレータとして必要なプログラミング・各種加工方法に関して技能と知識を習
得する。

打ち抜きプレス金型のパンチ・
ダイ作成

放電加工の原理について知っている。

ＮＣワイヤ放電加工機の操作・段取り・加工ができる。

安全衛生作業ができる。

サブシステム毎の評価課

題を設定した例。

この場合、仕上がり像２の基本システムに記載さ

れている「知識、技能・技術に関する評価項目」の

内容を網羅する課題を設定することが望ましい。

「参考となる訓練課題」や施設

独自の訓練課題名を記入する。右端に記載した訓練課題の

評価結果を記入する。

「訓練課題の設定例①～④」

を参考にして、評価課題にす

るか、総合課題にするか決め

る。
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【ジョブ・カード様式４－２［評価シート］の記載例２】 
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訓練受講者氏名

（訓練実施施設の施設長　氏名・印）

印

A B C

ボイラーの構造及び取
扱い

第一類消防設備管理

ボイラーの取扱いについて知っている 。

ボイラーの燃料及び燃焼について知っている 。

安全衛生作業ができる 。

屋内消火栓設備、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の操作、点検ができる 。

安全衛生作業ができる 。

屋内消火栓設備、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の構造・機能について知っている 。

屋内消火栓設備の配管工事ができる 。

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備の配管工事、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰヘッドの取付ができる 。

スプリンクラー設備等の構造・機能について知っている 。

給排水衛生設備設計作
業

給水管径及び排水・通気管径の基礎について知っている。

給排水設備の概要を理解し小規模な設備の設計、積算に関する技能及び関連知識を習得
する。

配管接合

ビル設備の概要について知っている。

ビルメンテナンス業務と法制度について知っている。

給水設備、給湯設備、排水通気設備について知っている。

汚水し尿処理、水質基準について知っている。

衛生器具設備について知っている。

配管及び付属品について知っている。

ポンプなどの関連機器について知っている。

保守管理、関連法規について知っている。

機工具の取扱いができる。

給水管径及び排水・通気管径の選定ができる。

給水装置図及び排水設備図の作成ができる。

施工図の作成ができる。

給排水衛生設備の材料取りの基礎について知っている。

給排水衛生設備の材料取りができる。

安全衛生作業ができる。

第一類消防設備である屋内消火栓設備、スプリンクラー設備に関する知識技能を習得す
る。

屋内消火栓設備、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備に関する関係法令を知っている 。

屋内消火栓設備等の点検・整備ができる 。

スプリンクラー設備等に関する関係法令を知っている 。

ボイラーの構造及び取扱いについての知識技能を習得する。

ボイラーの構造について知っている 。

スプリンクラー設備等の点検・整備ができる 。

　　A：到達水準を十分に上回った　B：到達水準に達した　C：到達水準に達しなかった　（評価は、訓練課題結果に基づき記載されたものです）

システム名
評価

   知識、技能・技術に関する評価項目 評価に使用した課題

仕
上
が
り
像
１

給排水衛生設備
管理作業２

○

ボイラー取扱い作
業１

○

給排水衛生設備
設計作業１

○

建築物にかかる給排水設備の給水管・給湯管・衛生器具の施工、修理関する技能及び関
連知識を習得する。

硬質塩化ビニル管、ポリエチレンの接合ができる。

鋼管・銅管・鉛管等の接合ができる。

給湯配管及び温水暖房配管の基礎について知っている。

給湯配管及び温水暖房配管ができる。

安全衛生作業ができる。

防災設備管理作業
（第一類）

○

ジョブ・カード様式４－２　〔評価シート〕

訓練科名　　ビル管理　科

上記の者の訓練期間における評価は、以下のとおりですので、今後のキャリア形成の参考にしてください。

平成　　年　　月　　日

公共職業訓練実施施設名　　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構　○○職業能力開発促進センター

Ⅱ　知識、技能・技術に関する能力　　（「知識、技能・技術に関する評価項目」ごとに、該当する欄に○を記載）

　（１）専門的事項

Ⅰ　訓練期間・訓練目標

訓　練　期　間 訓練時間

平成　年　月　日～
　　　　平成　年　月　日

　　　　時間

仕上がり像１

仕上がり像２

訓　練　目　標　（仕上がり像）

ビル等の建築物の給排水衛生設備のメンテナンスができる。

ビル等の建築物の空調設備のメンテナンスができる。

 記載例２
 

 仕上がり像を構成している各システムが並列的に組

み合わされていて総合課題の設定が困難なため、全

てのシステムで評価課題を実施した例。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「訓練課題の設定例①～④」を

参考にして、評価課題にするか、

総合課題にするか決める。 

 
右端に記載した訓練課題の

評価結果を記入する。 

 

 
「参考となる訓練課題」や、

施設独自の訓練課題名を

記入する。
 

 

 

 

 

 

 

 

 
サブシステム毎の評価課

題を設定した例。 
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３．訓練課題の構成（実技課題及び筆記課題） 

訓練課題は、基本的に実技の訓練課題（以下「実技課題」という。）を行うもので

あるが、実習機材の台数や指導体制の都合により安全が十分に確保できないなど、や

むを得ず、実技による評価が難しい場合は、単に知識を問うのではなく、作業工程手

順や作業の観察で評価できない思考過程などを回答させる内容の実技能力を問う筆記

課題（以下「筆記課題」という。）で対応するものとする。 

 

（１）訓練課題のうち、実技課題の構成例 

① 実技課題 

② 作業工程計画書   （別紙５） 

③ 訓練課題確認シート （別紙８） 

④ 評価要領      （別紙１０） 

 

（２）訓練課題のうち、筆記課題の構成例 

① 筆記課題 

② 解答及び解説    （別紙１４） 
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４．実技課題の評価の手順 

実技課題及び筆記課題の評価の手順は図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実技課題の評価の手順 筆記課題の評価の手順

実技課題の作成

実技課題の設定

「作業工程計画書」の作成
（作業工程手順や留意事項等を記載

する様式）

「訓練課題確認シート」の作成
（訓練課題の実施状況を採点し、

評価結果を記載するシート）

評価基準の設定

「評価要領」の作成
（訓練課題確認シートにて評価する

際の要領）

ジョブ・カード様式４－２［評価シート］の準備

実技課題の実施

実技課題の採点と評価

実技課題評価後の
フォローアップ

訓練課題の評価結果の活用

筆記課題の作成

筆記課題の設定

「解答及び解説」の作成

評価基準の設定

「客観的な評価基準」の作成
例えば、
正答率が80％以上をＡ、
60％以上80％未満をＢ、
60％未満をＣとする

筆記課題の実施

筆記課題の採点と評価

筆記課題評価後の
フォローアップ

・評価結果を分析し、受講者の習得状況傾向を把握する。
・訓練課題及び訓練内容等の改善
・「訓練課題確認シート」「評価シート（ジョブ・カード様式４－２） 」等を活用
した就職支援及びキャリア・コンサルティングの実施

（評価結果を評価シートの評価欄にも記載する） （評価結果を評価シートの評価欄にも記載する）
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（１）実技課題の設定 

実技課題は、次の事項に留意して設定する。 

① 実技課題の内容 

ａ）訓練で習得した技能等の内容が把握でき、かつ、その内容から実際の仕事が

イメージしやすい内容のものを設定する。 

ｂ）受講者の就職活動や能開施設による訓練情報の提供にその成果物が活用でき

るようなものを設定する。 

ｃ）訓練で履修した内容に関する安全衛生や関連法規等について確認できるよう

な内容となるよう工夫する。 

ｄ）製品製作による評価が難しい場合は、基本的作業と特定の不具合などの状況

をつくって診断を行わせ、不具合箇所の発見、修理法の選択を行わせるなど、

創意工夫して、当該訓練科の受講者の習得度を評価する上で適切と判断される

課題を設定する。 

② 実技課題の時間 

ａ）作業時間及び評価の時間は、原則として１日以内に終了するように設定する。 

ｂ）課題の製作過程を評価するもの、短時間の課題の積み重ねにより仕上がるも

の、時間の経過を要するものなどについては、最終評価に対する公正性を保つ

ことを考慮し、１日を越えて適切な時間を設定する。 

ｃ）作業時間の設定は、課題の内容を充分に踏まえて時間配分に留意する。 

③ 実技課題の作成 

ａ）表紙を付けて、開始の合図があるまで課題の内容が見えないように工夫する。

また、表紙には時間、配付資料、提出方法、実技を実施するための留意事項等

を記入する。 

ｂ）実技課題には、課題名、課題時間（作業内容、標準時間、最終終了時間）、

課題の仕様（作業仕様、加工仕様、課題部品図、課題組立図、課題の作成例等）、

課題用材料（品名、寸法または規格、数量、備考等）、使用機材等一覧（品名、

寸法または規格、数量、備考等）等を記入する。 

ｃ）実技課題を実施するに当たって必要な指示、安全衛生及びその他の注意事項

を記入する。 

ｄ）実技課題の問題は、わかりやすい表現で記述し、図や写真等は、誤解が生じ

ないよう鮮明なものを使用する。 

ｅ）実技による評価が難しい場合は、筆記課題により、実技能力を筆記により問

う課題設定を行う。この場合、事前に、模範解答を作成する。また、解答に解

説を設け、なぜその解答なのかを受講者に判りやすく説明できるようにする。 
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④ 「作業工程計画書」の作成 

ａ）実技課題には、その実施に係る作業工程手順や作業工程における留意事項等を

受講者に確認させるため「作業工程計画書」（別紙５）等の作成を原則含むこと

とする。 

なお、作業工程は、重要な評価の項目となることから、「訓練課題確認シート」

の評価区分に「作業工程」を設定する。 

  実技課題の内容によっては、作業工程計画書は別途事前に提出させたり、指導

員が事前に提示したりするなど工夫する。 

ｂ）「作業工程計画書」は、「作業工程計画書（受講者配布用例）」（別紙６）

を参考にして作成することとし、「作業工程」欄には、実技課題を進めるため

の作業工程、「ポイント（留意事項等）」欄には、その作業工程における安全

衛生の留意点や作業上のポイントなどを記入させ、必要に応じて「参考資料（写

真、図面等）」には、作業工程の写真や必要となる図面等を添付させる。 

ｃ）「作業工程計画書」は、原則記述式とするが、手順が複雑で多岐にわたる場

合や時間配分等により作成が困難な場合は、「択一法（多肢選択）」、「補足

法」、「並べ替え」など作業工程について受講者が作成しやすいよう工夫する。 

 

＜例１＞ 作業工程の内容をいくつかの工程に分割し、入れ替えて提示し、 

どのような順番で行うか、受講者に番号を記入させる。 

＜例２＞ 筆記課題に活用した場合、実際の作業工程に関連する知識を問う問

題を追加する。 

     

ｄ）指導員は、「作業工程計画書（模範解答例）」（別紙７）を参考に事前に「作

業工程計画書」の模範的な解答を作成する。 

 

（２）実技課題の評価基準の設定 

評価基準の設定に当たっては、評価する者の解釈によって評価の結果が大き   

く異ならないよう、客観的かつ公正な評価を行うとともに、訓練受講者及び求人企

業等の採用担当者がその内容を容易に理解できるように設定基準を検討し、次のと

おり、「訓練課題確認シート」（別紙８）及び「評価要領」（別紙１０）を作成す

る。 

① 「訓練課題確認シート」の作成 

 「訓練課題確認シート（記入例）」（別紙９）を基に、指導員が創意工夫して実

技課題ごとに「訓練課題確認シート」を作成するものとし、作成に当たっての主な

留意事項は次のとおりであること。また、他の指導員、受講者、企業の採用担当者
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等が理解できるように表現等に留意する。 

ａ）「仕上がり像」欄 

      総合課題の場合、「システム編成シート」（シ様式１－２号）の仕上がり像

の内容を記入する。 

システムごとの評価課題の場合、「仕上がり像」の表記を「訓練到達目標」

に変更し、「システム編成シート」（シ様式１－２号）の当該システムの訓練

到達目標の内容を記入する。 

基本システムの評価課題の場合、「仕上がり像」の表記を「訓練到達目標１」

と「訓練到達目標２」に変更し、「システム編成シート」（シ様式１－２号）

の当該の２つのシステムの訓練到達目標の内容を併記する。 
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    ｂ）「評価区分」欄 

      訓練の目指している要素を記入する。 

 「作業時間」、「作業工程」、「仕上がり」、「試験」「安全衛生」など、 

実技課題において評価判定する区分を設定する。 

なお、「作業時間」、「安全衛生」及び「工夫・改善」については必須項目

とすること。また、「作業工程」は、実技課題における「作業工程計画書」を

評価し、原則必須項目とする。 

ｃ）「評価項目」欄 

      評価区分ごとに評価項目を設定する。 

 なお、それぞれの「評価区分」において、どのような視点で、どのような内容

を評価するのかを明確にし、「細目」と併せて検討し、設定する。 

ｄ）「細目」欄 

      「評価項目」と併せて検討し、その内容を具体的に記入する。 

    ｅ）「評価（数値）」欄 

      評価項目ごとの「配点」及び「加点または減点等の採点のための数値」が把

握でき、評価担当者が評価しやすいよう数値を記入する。 

なお、評価項目ごとの配点を原則１点から５点の５段階評価とするが、必要 

訓練科名　　

システム名　

訓練課題名　

評価
区分

訓　練　課　題　確　認　

：　電気設備科

：　一般用電気設備工事Ⅰ

：　一般用電気設備工事Ⅰ

評価項目 細　　目
評価
判定

工程計画作成時間 作業手順、施工方法 １ ２ ３ ４ ５

訓練到達目標 　：　一般用電気工作物の設計、工事、試験、検査に関する技能
　　　　　　　　　　　　及び関連知識を習得する。

シ

評価（数値）

作

５点
１点

システムごとの評価課題の例 

訓練科名　　：　電気設備科

システム名　：　一般用電気設備工事Ⅰ、一般用電気設備工事Ⅱ

訓練課題名　：　一般用電気設備工事

評価
区分

評価項目 細　　目
評価
判定

工程計画作成時間 作業手順、施工方法 １ ２ ３ ４ ５

訓練到達目標２ 　：　一般用電気工作物の工事に関する技能及び関連知識を
　　　　　　　　　　　　　習得する。

訓　練　課　題　確　認　シ

評価（数値）

作

５点
１点

訓練到達目標１ 　：　一般用電気工作物の設計、工事、試験、検査に関する技能
　　　　　　　　　　　　　及び関連知識を習得する。

基本システムの評価課題の例 
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に応じて最低点を０点としたり、最高点を１０点としたりするような工夫をす

る。また、最高点が５点と設定した場合、標準点（合格点）を３点に設定する。 

実技課題の項目で安全衛生や特に重視しなければならない技能等の 

評価項目など、内容によって評価の基準が異なる場合は、次のように数値の設

定を工夫する。  

 

＜例１＞ ５段階評価で配点を１点から５点を基準とした場合、特に重視する

項目については、２点から１０点までの２点きざみの数値を設定する。 

＜例２＞ 安全衛生等の必ず守らなければならない事項や５段階で評価できな

い項目については、０点または５点と設定し正否のような判断とするな

ど評価数値を設定する。 

 

ｆ）「評価基準」欄 

評価基準は、評価区分ごとに記入することとし、受講者が容易に自己評価で

きるように表現を工夫する。また、評価担当者の解釈によって評価の結果が大

きく異なることのないよう、具体的に何がどのようになったら、どのくらい減

点または加点なのかを詳細に記載し、客観的かつ具体的な評価基準を設定する。 

なお、「評価基準」欄に全て記入できない場合は、「評価要領」（別紙１０）

に詳細を記入するなど、別途採点方法や基準等を添付する。 

作業時間については、「標準時間」と評価を行うための「最終終了時間」を

設定し、「標準時間」を超えるごとに減点するよう設定する 

 

 ＜例＞ 標準時間６０分、最終終了時間８０分、標準時間で５点、６５分以

内で４点、７０分以内で３点、７５分以内で２点、８０分以内で１点、８０

分超過で０点 

 

ｇ）「総点」欄 

      全評価区分の「評価（数値）」欄の満点の合計点を記入する。 

    ｈ）「訓練課題のねらい」欄 

      実技課題を通じて習得度測定する技能等の内容を具体的に記入することとし、

受講者が理解しやすいように表現を工夫する。 

    ｉ）「担当指導員氏名」欄 

      実技課題を担当する指導員の氏名を記入する。 

ｎ）「コメント」欄 

実技課題の評価終了後に、受講者の訓練受講における取組姿勢や実技課題の
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完成の度合いなど、受講者のアピールとなるような特筆すべき事柄について明

記する。また、補習後の再評価とその結果を記入する。 

 

②「評価要領」の作成 

     誰が評価をしても同じ結果になるように、「訓練課題確認シート」に設定した

評価項目（または細目）ごとに「評価要領（記入例）」（別紙１１）を参考にし

て「評価要領」を作成する。 

ａ）「仕上がり像」欄 

      「訓練課題確認シート」の作成（上記①の（２）のａ） ）と同様とする。 

 
訓練科名　　：　電気設備科

システム名　：　一般用電気設備工事Ⅰ、一般用電気設備工事Ⅱ

訓練課題名　：　一般用電気設備工事

評価 評価

訓練到達目標２ 　：　一般用電気工作物の工事に関する技能及び関連知識を
　　　　　　　　　　　　　習得する。

訓 練 課 題 確 認 シ

訓練到達目標１ 　：　一般用電気工作物の設計、工事、試験、検査に関する技能
　　　　　　　　　　　　　及び関連知識を習得する。

基本システムの評価課題の例 

 

 

 

訓練科名　　：　電気設備科

システム名　：　一般用電気設備工事Ⅰ

訓練課題名　：　一般用電気設備工事Ⅰ

評価 評価

訓練到達目標 　：　一般用電気工作物の設計、工事、試験、検査に関する技能
　　　　　　　　　　　　及び関連知識を習得する。

訓　練　課　題　確　認　シ

 

 
システムごとの評価課題の例 

 

ｂ）「評価要領（採点要領）」欄 

「評価要領（採点要領）に示すべき内容」（別紙１２）に留意して、評価担 

     当者の解釈によって評価の結果が大きく異なることのないよう、わかりやすく、

具体的で詳細な採点要領を作成する。 

なお、採点内容を詳細に表等に表した採点表、採点箇所を示した図面、採点 

方法など、評価の際に必要なものは、別途添付する。 

ｃ）「備考」欄 

評価のために必要な測定具等を記入する。 

 

（３）実技課題の実施 

実技課題は、次の事項に留意して実施する。 

① 実技課題の実施時期 

補習等の再評価の時間数を考慮し、「各システムの終了時など指導上適切と判

断される区切り」の訓練期間の概ね８割に達する日から終了日までの間の適切な

時期に実施する。 

② 実技課題の開始 

ａ）実技課題を開始する前に、受講者に対し、安全衛生に関する留意事項、実

技課題を通じて習得状況を評価する趣旨、実技課題のねらい、その他実技課

題に取り組むに当たっての留意事項等について「訓練課題確認シート」を基
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に説明する。 

 ｂ）実技課題を開始する前に、実技課題の表紙に記載している時間、配付資料、提

出方法、実技課題を実施するための留意事項等について説明する。 

③ 実技課題の実施 

ａ）実技課題を実施する際に、指導員は「作業工程計画書」を配付し、実技課

題をどのように進めていくか、作業手順、ポイント等を記入させる。 

ｂ）ａ）で作成した「作業工程計画書」に基づき、実技課題を実施する。 

なお、「作業工程計画書」に明らかに誤りがある場合で、実施上、危険な

不安全作業になること、または、他の受講者の作業の妨げになることが想定

される時は、受講者が作成した「作業工程計画書」を回収した後、指導員が

「作業工程計画書」の模範解答を配付して正しい手順を明確にしてから、実

技課題を開始する。 

ｃ）実技課題に取り組んでいる間、指導員は受講者が本人及び他者に対して不

安全な影響を与える行動をしていないかなど、安全衛生に充分留意して受講

者の作業状況を観察し、受講者が不安全な行動をした場合は、その都度速や

かに指導する。また、危険度合いが高いと判断した場合はその作業を中止さ

せる。 

ｄ）受講者から質問があった場合は、速やかに対応する。また、受講者全員に

共通して伝えるべき事項が生じた場合は、速やかに伝える。その際、説明に

時間がかかる場合は、説明に係る時間を除いた終了時間にするなど、受講者

の不利にならないように配慮する。 

     ｅ）受講者の実技課題への取り組み状況を観察し、技能等の習得状況を確認す

る。このとき、「訓練課題確認シート」による評価を円滑に行えるように受

講者の課題への取り組み状況や技能等の習得状況を記録しておく。 

④ 実技課題の終了後 

受講者が時間内に実技課題を完成できない場合、速やかに補習を行い、受講

者が実技課題を完成できるよう指導する。 

 

（４）実技課題の採点と評価 

「訓練課題確認シート」による習得度の採点と評価を行うに当たっての主な留意 

事項は次のとおりである。 

① 「訓練課題確認シート」による習得度の評価は、原則として指導員が行う。

なお、評価区分のうち、「工夫・改善」の評価項目については、受講者が自 

己評価を行うものとする。 

    ② 指導員は、実技課題終了後、受講者に「訓練課題確認シート」を配付し、記
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入方法等について説明する。 

    ③ 指導員は、「訓練課題確認シート」の評価区分のうち、「工夫・改善」の評

価項目については、工夫・改善した点を受講者に申告させることとし、同シー

トの「工夫・改善点記入欄」に具体的に記入するよう指示する。 

    ④ 指導員は、「訓練課題確認シート」の記入が終了した受講者から「訓練課題

確認シート」を回収し、「評価要領」を基に採点を行い、その結果を「訓練課

題確認シート」に記入する。 

 

      なお、次により評価判定を行う。 

ａ）受講者による申告内容の確認 

上記③の受講者による申告内容と、訓練課題実施中に確認した受講者の技

能等の習得状況を比較し、受講者による申告内容が不適切であると判断した

場合には、「訓練課題確認シート」の「工夫・改善点記入欄」欄を補正する。 

ｂ）評価の判定 

評価項目ごとに、実技課題の評価基準に基づく評価を行い、各「評価（数

値）」欄の該当する数字に○を記入するとともに、次の算式により、評価区

分ごとの「評価（数値）」欄の点数の平均値を算出し、判定表から得られた

判定結果を評価区分ごとの「評価判定」欄に記入する。 

 

＜算式＞ 

当該評価区分における受講者の合計点 
×100 

当該評価区分における「評価（数値）」欄の満点 

＜判定表＞ 

  A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った 

  B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した 

  C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった 

 

     ｃ）合計得点の算出 

       各評価項目に対する「評価（数値）」欄の点数を合計し、「合計点」欄に

記入する。 

ｄ）総合評価判定 

       算出した合計得点を基に、次に示す判定表から得られた判定結果を「総合

評価判定」欄に記入する。 

また、総点（「評価（数値）」欄の満点の合計点）が１００点満点でない
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場合は、次の算式により受講者の換算点を算出して「換算点」欄に記入し、

同判定表から得られた判定結果を「総合評価判定」欄に記入する。 

併せて、総合評価判定結果を「評価シート」の評価欄にも記載すること。 

 

＜算式＞ 

合計点（受講者の得点の合計点） 
×100 

総点（「評価（数値）」欄の満点の合計点） 

＜判定表＞ 

  A ： ８０点以上 ：到達水準を十分に上回った 

  B ： ６０点以上８０点未満 ：到達水準に達した 

  C ： ６０点未満 ：到達水準に達しなかった 

 

（５）実技課題評価後のフォローアップ 

① 補習等の実施 

ａ）評価判定の結果が「Ｂ」レベルに達しない受講者に対しては、予め設定してい

る調整時間等を利用して当該受講者に対して補習を行い、「Ｂ」レベルの水準以

上となるように指導する。 

ｂ）「評価区分」にある「安全作業」の評価が「Ｂ」である場合は、総合評価判

定の結果に関わらず、指導する。 

② 「コメント」欄への記入 

ａ）受講者の訓練受講における取組姿勢や実技課題の完成の度合いなど、受講者

のアピールとなるような特筆すべき事柄について明記する。また、補習後の再

評価とその結果を記入する。 

24 
 

 

５．筆記課題の評価の手順 

 

（１）筆記課題の設定 

① 筆記課題の内容 

ａ）実技作業を行う上で必要となる関連知識を含み、訓練目標に到達できたかを

評価できる内容とする。なお、単に知識を問うのではなく、作業工程手順や作

業の観察で評価できない思考過程などを回答させる内容とするのが望ましい。 

ｂ）訓練で履修した内容に関する安全衛生や関連法規等について確認できるよう

な内容となるよう工夫する。 
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② 筆記課題の問題及び時間等の設定 

ａ）実施時間は、原則として５０分以内とする。 

ｂ）問題数については､５０分以内に終了できる問題数で設定する。各方法の問題

数の目安は下記のとおりである。 

 
方法 問題数 

正誤法（真偽法）  ～５０問 

択一法（多肢選択）、補足法 ～３０問 

記述法 ～１０問 

複数の方法の組合せ ～３０問 

 

 

 

 

 

 

③ 筆記課題の作成 

ａ）表紙を付け、開始の合図があるまで課題の内容が見えないように工夫する。

また、表紙には時間、提出方法、課題を実施するための留意事項等を記入する。 

ｂ）問題は、わかりやすい表現で記述し、図や写真等は、誤解が生じないようで

きるだけ鮮明なものを使用する。 

ｃ）問題を作成するとともに、受講者が解答を記入する用紙を作成する。その際、

その用紙には、採点した際に算出される点数を記入する「合計点」欄及び評価

結果を記入する「評価判定」欄を作成する。 

ｄ）解答が１問に対して１解答となるような問題を設定する。 

ｅ）正誤法（真偽法）、択一法（多肢選択）、補足法（穴埋め）、記述法等によ

り設定する。 

ｆ）問題は、補足法（穴埋め）等の一つの方法のみ、または、正誤法と択一法等

の複数の方法を組み合わせた構成とする。 

ｇ）問題用紙には配点を記入する。 

 

（２）筆記課題の評価基準の設定 

① 「解答及び解説」の作成 

ａ）「筆記課題の「解答及び解説」【参考例】」（別紙１４）を参考に「解答及び解

説」を作成する。解答に解説欄を設け、なぜその解答なのかを受講者に判りや

すく説明できるようにする。例えば、正誤法の場合、なぜそれが×なのかを説

明し、○の場合は、補足の必要があれば説明を記入する。 

ｂ）筆記課題は、各方法で設定した問題の合計点数を１００点満点とし、解答ま

たは解説等に配点を記入する。 

ｃ）特に覚えていなければならない重要な問題については、配点を高くするなど
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の工夫をする。 

ｄ）採点に関して特記する事項があった場合は、その具体的な採点内容を解答ま

たは解説等にわかりやすく記入する。例えば、記述法において、完全正解の内

容を部分的に記載した場合の解答及び配点を具体的に記入する。 

② 客観的な評価基準の設定 

ａ）評価の公平さを担保するため、以下のＡ～Ｃの３段階の客観的な評価基準（例

えば、正答率が80％以上をＡ、60％以上80％未満をＢ、60％未満をＣ）を定め

る。 

   Ａ：到達水準を十分に上回った 

   Ｂ：到達水準に達した 

   Ｃ：到達水準に達しなかった 

     

（３）筆記課題の実施 

① 筆記課題の実施時期 

補習等の再評価の時間数を考慮し、「システムの終了時など指導上適切と判断

される区切り」の訓練期間の概ね８割に達する日から終了日までの間の適切な時

期に実施する。 

② 筆記課題の開始 

筆記課題を開始する前に、受講者に対し、筆記課題を通じて習得状況を評価す

る趣旨、その他筆記課題に取り組むに当たっての留意事項等について説明する。 

③ 筆記課題の実施 

受講者から質問があった場合は、速やかに対応する。また、受講者全員に共 

通して伝えるべき事項が生じた場合は、速やかに伝える。その際、説明に時間 

がかかる場合は、説明に係る時間を除いた終了時間にするなど、受講者の不利 

にならないように配慮する。 

 

（４）筆記課題の採点と評価 

① 筆記課題の採点 

筆記課題の実施終了後、採点を担当する指導員が、解答及び解説を基に採点を

行い、受講者が解答を記入する用紙の点数欄に記入する。 

② 評価の判定 

評価基準による評価判定の結果を解答用紙の「評価判定」欄に記入する。 

併せて、評価判定結果を「評価シート」の評価欄にも記載すること。 
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（５）筆記課題評価後のフォローアップ 

① 補習等の実施 

評価判定の結果が「Ｂ」レベルに達しない受講者に対しては、予め設定してい

る調整時間等を利用して当該受講者に対して補習を行い、「Ｂ」レベルの水準以

上となるように指導する。 

 

６．訓練課題の評価結果 

 

（１）訓練課題の評価結果の分析 

訓練課題の評価結果を整理、分析し、受講者の習得状況の傾向を把握する。 

 

（２）訓練課題及び訓練内容等の改善 

① 訓練課題の実施状況や「訓練課題確認シート」などによる評価結果等により、

訓練課題の内容を点検し、改善すべき事項があれば、その後の職業訓練に反映さ

せる。 

② 訓練課題の改善に当たり、受講者の意見を聴いたり、実際に行った訓練課題の

概要や成果物等を事業所等に提示し、訓練課題に対する意見や評価等について聴

き取りを行うなど、創意工夫して取り組む。 

③ 訓練課題の評価の分析結果を基に、自らの指導方法を点検し、改善すべき事項

があれば、その後の職業訓練での指導方法に反映させる。 

④ 能開施設において、訓練課題評価の結果を訓練科ごとに整理し、訓練及び訓練

課題の内容並びに指導方法等について評価を行い、受講者の技能等の習得状況が

低調な訓練科については、その原因を把握、分析の上、効果的な職業訓練の実施

に向けて改善を図る。 

 

（３）「訓練課題確認シート」及び「評価シート」等の活用 

指導員は、「訓練課題確認シート」の写しや同シートを基に作成した資料を受講

者に交付するほか、「訓練課題確認シート」を基に求人事業所等に対する受講者の

能力情報の提供や訓練の成果を認知してもらう際の資料を作成するなど、「訓練課

題確認シート」の積極的な活用を図り、受講者の早期再就職に資するものとする。 

なお、訓練課題確認シートの活用の参考例については、別紙１３のとおりとする。 

また、「評価シート」は、訓練課題を通じた習得度測定の評価結果及び職業能力

をジョブ・カード制度に基づき証明するツールであるので、訓練課題確認シート等

と併せて指導員が「評価シート」を活用したキャリア・コンサルティングを実施す

ることで、訓練で習得した職業能力を踏まえ、具体的な就職活動の方向性や希望す
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る業種、職種等の明確化を支援すること。 

 

Ⅳ 参考となる訓練課題 

 

職業能力開発総合大学校能力開発研究センターの「離職者訓練用訓練課題の開発及び

メンテナンスに関する調査研究」において、各能開施設の訓練課題開発部会委員及び訓

練課題メンテナンス部会委員が作成した訓練課題が、次のアドレスから取得できるので

、各能開施設において、訓練課題を設定する際の参考にすること。 

 

  http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/CurriculumModel/ 

※ Menu 離職者訓練カリキュラムモデル集「訓練課題」を選択 

 

また、これらの訓練課題については、標準化を図るため常に見直し・改善等が必要な

ことから、今後アンケートや施設独自の訓練課題の提出等に協力願いたいこと。 

 

Ⅴ 留意事項 

 

１． 個人情報の取り扱い 

習得度測定の実施に当たり、能開施設は、受講者及び訓練修了者（中途退所者を含

む。）に係る習得度測定で使用した「習得度確認シート」（集計表を含む。）及び「

訓練課題確認シート」並びに「評価シート」の取扱いについて、独立行政法人等の保

有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）及び関係法令並びに

個人情報の取扱いに関する規程（平成１７年規程第１０号）及びその他の関係通達に

基づき、個人情報の適切な管理を行うものとする。 

 

２．文書の保管等 

受講者ごとの評価結果である「習得度確認シート」（写し）については、当該訓練 

科の終了から１年間、「訓練課題確認シート」（写し）については、当該訓練科の終

了から５年間保存する。 

  なお、習得度測定で作成した様式類（訓練課題、「訓練課題確認シート」等）につ 

いては、受講者が職業訓練により習得した職業能力を証明する書類のため、訓練生指 

導要録及び履修証明書と同一のファイルに綴るなど工夫し保管する。 

また、「評価シート」については、平成２３年４月１日付け２３雇能企発第６号他

「「ジョブ・カード制度」における機構業務の実施について」のⅢの１の（５）に基

づき、取り扱うこと。 
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Ⅵ 実施時期 

 

平成２４年４月以降に入所する受講者から実施対象とする。 

なお、平成２４年３月以前に入所した受講者に対しても、可能な範囲で、本通達に準

じ実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− 29 −


	h_052_08_07.pdf
	h_052_08_08.pdf

